
廃棄物処理施設等の
設置等について

岩手県 環境生活部 資源循環推進課
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関連する法律及び条例
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（→廃棄物処理法。以下、「法」 ）
その他、政省令等も参考のこと。

◆循環型地域社会の形成に関する条例
（→以下、「条例」 ）
その他、条例施行規則も参考のこと。

◆使用済自動車の再資源化等に関する法律
（→以下、「自動車リサイクル法」

または「自リ法」 ）
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本日の説明内容
１ 廃棄物の種類と処理について

２ 廃棄物処理施設等の設置等手続きについて

３ 事前協議制度の概要について
（休憩）

４ 技術上の基準について

５ 廃棄物処理施設等設置等事前協議書作成
の手引き（以下、「手引き」）について
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１ 廃棄物の種類と処理について
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廃棄物の種類

廃棄物

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

（事業活動に伴って生じた廃棄物であって
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物）

一般廃棄物 事業系一般廃棄物

（事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物
以外のもの）

家庭廃棄物

（一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物）

特別管理一般廃棄物

（爆発性、毒性、感染性のある廃棄物）

（廃家電に含まれるＰＣＢ使用部品、ごみ処理
施設の集じん施設で集められたばいじん、感染
性一般廃棄物） 5



産業廃棄物の種類と具体例（20種類）1～12
種類 具体例

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

2 汚泥
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥
法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、
洗車場汚泥、建設汚泥等

3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タール
ピッチ等

4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず（廃タイヤを含む）等固形
状・液状のすべての合成高分子系化合物

7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず

8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

9 ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず

ガラス類（板ガラス等）、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、
インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメント
くず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等

10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

11 がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファ
ルト破片その他これらに類する不要物

12 ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法
に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで
あって集じん施設によって集められたもの
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（業種限定のある産業廃棄物）

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

13 紙くず
建設業に係るもの（工作物の新築、改築または除去により生じたもの）、パル
プ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
から生ずる紙くず

14 木くず
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、木材・木製品製造業（家具の製造
業を含む）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木
材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等

15 繊維くず 建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、衣服その他繊維製品製造業以外の
繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

16 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵
かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状
の不要物

18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの（例えばコンク
リート固型化物）

産業廃棄物の種類と具体例（20種類）13～20
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処理

収集・運搬
積替え保管を含まない

積替え保管を含む

処分

埋立処分

その他

脱水

破砕

焼却

安定型埋立

管理型埋立

中間処理

※施設の種類や能力によって「設置許可」が必要
※他人の廃棄物を取り扱う場合は、併せて「処理業許可」が必要

施設が
必要

廃棄物の処理

8



２ 廃棄物処理施設等の設置等手続きについて
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廃棄物処理施設等の設置等手続き
※資料４ページに記載されています。

（１）廃棄物処理法に基づく設置許可が必要な施設

（２）産業廃棄物処理業者が設置する
（１）以外の施設

（３）小規模再生事業施設
廃棄物処理法第20条の2の登録を受ける場合（一般廃棄物、５ｔ未満）

（４）自リ法の解体業または破砕業に
用いる施設（自動車リサイクル施設）

「廃棄物処理施設等」

10

設置許可
対象外
施設

※廃棄物処理施設等を設置する場合は事前協議が必要



廃棄物処理施設等の設置等手続き
法に基づく設置許可の対象施設 （資料 ４ページ）

施設の種類 処理能力等

一
廃
処
理

施
設

ごみ処理施設 5㌧/日以上（焼却施設は200kg/時又は火格子2㎡ 以上）

し尿処理施設 全ての場合
最終処分場 全ての場合

産
廃
処
理
施
設

汚泥の脱水施設 10ｍ3/日超

汚泥の乾燥施設 10ｍ3/日超 （天日乾燥は100ｍ3/日超）

廃油の油水分離施設 10ｍ3/日超
廃酸、廃アルカリの中和施設 50ｍ3/日超
廃プラスチック類の破砕施設 5㌧/日超
木くず又はがれき類の破砕施設 5㌧/日超

有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 全ての場合

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 全ての場合

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 全ての場合

廃水銀等の硫化施設 全ての場合
シアン化合物の分解施設 全ての場合
PCB処理施設 全ての場合

汚泥の焼却施設 5ｍ3/日超又は200kg/時以上又は火格子2ｍ2 以上

廃油の焼却施設 1ｍ3/日超又は200kg/時以上又は火格子2ｍ2 以上

廃プラスチック類の焼却施設 100kg/日超又は火格子2ｍ2 以上
産業廃棄物の焼却施設 200kg/時以上又は火格子2ｍ2 以上
最終処分場 全ての場合 11



廃棄物処理施設等の設置等手続き
廃棄物処理施設等設置等事前協議（条例）

設置許可 施設設置等

廃棄物処理業
の許可等

工事着手届等（条例）

設置許可対象施設 設置許可対象外施設
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※新規設置の場合



廃棄物処理施設等の設置等手続き
廃棄物処理施設等設置等事前協議（条例）

変更許可
軽微変更届
借受け、譲受け許可
など

施設変更等

廃棄物処理業の
事業範囲変更許可等

工事着手届等（条例）

設置許可対象施設 設置許可対象外施設

13

※新規設置以外の場合



廃棄物処理施設等の設置等手続き

１ 産業廃棄物処理施設

（１）設置許可 （法第15条）
（２）変更許可 （法第15条の２の６第１項）

・処理能力が10％以上増大
・主要な設備（破砕施設の破砕機など）の変更
・管理目標値の変更(生活環境の負荷増大)など

（３）軽微変更届 （法第15条の２の６第３項）
・変更許可に該当しない処理能力の変更
・変更許可に該当しない構造の変更
・役員の変更 など

（４）譲受け、借受け許可 （法第15条の４）
・譲受け、借受けする側が行う手続き

設置許可対象施設に関係する法手続き

14

事前協議要



廃棄物処理施設等の設置等手続き
２ 一般廃棄物処理施設
（１） 設置許可 （法第８条）
（２） 変更許可 （法第９条第１項）
（３） 軽微変更届 （法第９条第３項）
（４） 譲受け、借受け （法第９条の５）

（５-１） 産業廃棄物処理施設設置者による特例届
（法第15条の２の５ 第１項）

（５-２） 産業廃棄物処理施設設置者による特例届
※非常災害時（法第15条の２の５ 第２項該当時）

（６） 非常災害に係る設置届(法第９条の３の３)
※（5-2）、（6）は事前協議対象外

産廃施設と同様

15

事前協議要



（５-１）産業廃棄物処理施設設置者による特例届
（法第15条の２の５第１項）

廃棄物処理施設等の設置等手続き

●特定の産廃処理施設で処理する産廃と同じ性状の一廃
を処理する場合、
産廃処理施設の許可があれば、届出で一廃処理が可能。
（届出で一廃処理施設を設置可能）

●他人の一廃を処理する場合には、処理について
市町村の許可や委託契約等が必要

特定の産廃処理施設で処理する産廃と同じ性状の一廃
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廃棄物処理施設等の設置等手続き

（例）
木くずの破砕施設・・木くず
がれき類の破砕施設・コンクリート破片(がれき類)
産廃の焼却施設・・・廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、

動物系固形不要物、動物の死体
管理型最終処分場・・燃えがら、廃プラ、紙くず、木くず、

繊維くず、動物系固形不要物、
ゴムくず、金属くず、ガラ陶、
コンクリート破片、動物のふん尿、
動物の死体、ばいじん(特管除く)、
基準適合水銀処理物

など

特定の産廃処理施設で処理する産廃と同じ性状の一廃

産廃の処理と一廃の処理は区分して行う
17



廃棄物処理施設等の設置等手続き

（５-２）産業廃棄物処理施設設置者による特例届
※非常災害時（法第15条の２の５ 第２項該当時）

➡非常災害のための応急措置として、特例届（法第15
条の２の５第１項）に規定されている廃棄物処理を
行う場合は、処理開始後遅滞なく届け出する。

➡処理対象の一廃は産廃処理施設で平時に処理している
産廃と同様の性状のもの
※安定型最終処分場で一廃のがれき類の処分が可能

（６） 非常災害に係る設置届（法第９条の３の３）
➡非常災害で発生した廃棄物の処理を

市町村から委託された者が届け出る。
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廃棄物処理施設等の設置等手続き

施設の更新・交換に係る手続き
（１）同一の廃棄物処理施設に更新する場合

・事前協議不要
・改めての設置許可は不要
・使用前検査を受ける

（２）廃棄物処理施設の一部を同一のものに交換する場合
・事前協議不要
・変更に係る手続きは不要

※ 既許可と全く同じに更新・交換する場合が対象。
変更がある場合は、変更に係る手続きが必要。
（変更許可または軽微変更届）

令和３年４月より取扱いを変更（環境省通知）
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３ 事前協議制度の概要について

資料３～14ページでご説明します。
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料３ページ

●事前協議の前に
・関連法令等の調査、打ち合わせ
・周辺生活環境調査
・事前説明

●審査過程で不明事項照会があった場合は回答が必要

●県から関係機関へ意見照会に要する期間もある

●各手続きの詳細は、５ページ以降に記載
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料４ページ

●事前協議が必要
・「廃棄物処理施設等」の、設置、変更、譲受け、借受け
・「廃棄物処理施設等」に関係する変更すべて

●事前協議が不要
・門扉、立札、雨水流入防止設備、洗車設備、消火設備、

管理事務所の変更
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料５ページ３（１）
●関係法令の確認が重要（８ページに一覧表と窓口）

開発関係法令
・滝沢市、矢巾町の市街化調整区域
・他法令の許認可が必要になることもある
・都市計画区域が拡張されることもある
・変更や施設入れ替えであっても、新たに許認可

が必要な事例もある

環境関連法令
・騒音、振動等の各種規制値
（規制が無い区域でも何をやってもいい訳ではない）
・環境影響評価（アセスメント）（法・条例）
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料５ページ３（２）

●周辺生活環境調査が必要
・生活環境保全のため注意すべき事項を把握するもの
・法許可手続きにおける生活環境影響調査とは異なる
・事前協議書様式第10号の記載事項になる

●調査項目は９ページに記載
・積替え保管施設は、井戸、湧水、気象については

要しない（必要に応じて実施）
・備考1は、自ら処理の場合

+９ページ
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料５ページ３（３）

●周辺住民に対する事前説明が必要

●事前説明の要・不要
・新規設置、変更許可、借受け、譲受けの場合は必ず実施

●不要な場合の例
・表１(1)（2） 許可施設で搬入搬出時間以外の軽微変更
・表１(5)イ 産廃処理業者が設置する許可不要施設

（＝その他処理施設）で、上記に相当する場合
・表１(6) 排出事業者の自ら処理
・表１(7) 移動式施設

+10～11ページ
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料５ページ３（３）

●事前説明の対象者

・周辺地域の居住者

・隣接土地の所有者

・搬入道路（幅員５ｍ以下）に隣接する区域の居住者

・放流先水路管理者、利水権者

+12ページ
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料５ページ３（３）

●事前説明の方法
・説明資料により実施する
・資料には、必要事項を記載する
・説明会または、個別説明（間接説明を含む）で説明

●事前説明の結果のとりまとめ
・事前協議様式第９号に記載
・説明対象と規定されている「個人ごと」に作成
・団体等へ説明した場合は、代表者について作成し

対象者の一覧表に間接説明の相手を記載

+ 13ページ
+ 22ページ
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料５ページ３（４）

●事前協議書の提出

・施設設置場所を管轄する広域振興局の保健福祉
環境部（センター）に、正副２部提出

・県外業者の場合で、移動式処理施設のみ設置の
場合は、県庁資源循環推進課に１部提出

・窓口にて形式審査後、問題無ければ受理され、
内容審査へ

＋14ページ
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料５ページ３（５）（６）

●事前協議書の審査
・事業計画、法の構造基準等を審査
・不明な事項がある場合、照会し補正を求める
・補正後に、関係機関に意見照会
・標準処理日数は80日または130日

※土日祝日閉庁日は含めない
⇒暦の1か月は、20日程度に相当

※協議者が補正に要した時間は含めない

●事前協議結果の通知
・調った、調わなかった
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料６ページ４、５

●事前協議書の作成方法
・資料14ページ以降を参照して作成
・この後、概要を説明

●事前協議終了後
・設置許可対象施設⇒法に基づく設置許可申請
・それ以外⇒工事着手届

30



事前協議制度について （資料P３～P14）

資料６ページ６
●勧告、公表する場合がある事例

・事前協議を行わずに、施設を設置

・結果通知前に、施設を設置

・調わなかった通知を受けたが、施設を設置

・事前説明をしなかった
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事前協議制度について （資料P３～P14）

資料７ページ７
●事前協議のメリット

・周辺住民の理解醸成

・投資リスクの回避
各種基準への適合状況
事業計画の確認

・関連法規の確認
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４ 技術上の基準について
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技術上の基準について

法による廃棄物処理施設の
技術上の基準

条例による廃棄物処理施設
等の構造基準

通知による取扱い

事前協議において確認する基準等

事業計画、手引きに示した事項等
※法、条例はそれぞれ施行令、施行規則を含む
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技術上の基準について

法による廃棄物処理施設の
技術上の基準

条例による廃棄物処理施設
等の構造基準

通知による取扱い

事業計画、手引きに示した事項等
共通基準 個別基準

35



技術上の基準について
法による廃棄物処理施設の技術上の基準

一廃処理施設
（法施行規則第４条）

産廃処理施設
（法施行規則第12条）
（法施行規則第12条の２）

共通基準の例

●自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に
対して構造耐力上安全。
●産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及
び排水施設において使用する 薬剤等による腐食を防止す
るために必要な措置が講じられていること。

個別基準の例

●汚泥の脱水施設
床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被

覆されていること
●最終処分場

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場
に係る技術上の基準を定める省令
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技術上の基準について
条例による廃棄物処理施設等の構造基準

●許可対象外施設に、法の共通基準相当の内容を適用拡大（明確化）
（条例第29条）

●付帯設備等の基準を規定 （条例施行規則第21条）
(例)・事業場周囲の囲い、施錠できる門扉、管理事務所 など

●許可施設以外施設の個別基準を規定 （条例施行規則第22条）
・積替保管施設 保管場所の構造（屋根、ためます） など
・中間処理施設 許可対象規模未満まで、構造基準を拡大（明確化）
・最終処分場 保安距離、法面勾配・高さ、浸出液処理設備能力 など

●循環型地域社会の形成に関する条例等の逐条解説書
トップページ ＞ くらし・環境 ＞ 環境 ＞ 環境政策 ＞ 循環型社会・リサイ
クル ＞ 循環型地域社会の形成に関する条例等の逐条解説書について
※H21年度版。最新の条例及び規則については岩手県法規集を確認のこと。

資料45～65ページ参照
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技術上の基準について
通知による取扱い

●廃棄物処理施設設置等事前協議及び廃棄物処理施設等の
構造基準及び維持管理基準に関する留意事項について

●条例、条例施行規則の運用を定めたもの
（例） 囲いの高さ（1.8ｍ）、構造

雨水等流入防止設備の構造、能力
十分な広さの駐車場
最終処分場の保安距離２ｍ、区域杭の構造
最終処分場の設備等の構造

トップページ ＞ くらし・環境 ＞ 環境 ＞ 産業廃棄物 ＞ 廃棄物処理施設設置許
可申請書作成の手引き及び廃棄物処理施設等設置等事前協議書作成の手引きにつ
いて

資料66～74ページ参照
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技術上の基準について
固定式 がれき類の破砕施設の例

1 構造耐力上安全であること。
(自重・積載荷重・その他の荷重・地震力・温度応力)
設計計算により確認。

2 廃棄物・排ガス及び排水・薬剤等による腐食防止のための必要な措置が
講じられていること。

3 飛散、流出、悪臭の発散を防止するための構造、又は設備が設けられて
いること。

4 騒音・振動の防止措置が講じられていること。

5 排水を放流する場合は生活環境保全に支障がないようにするため、排水
処理設備が設けられていること。

6 廃棄物の受入設備の容量は十分であること。
処理後の廃棄物の貯留設備の容量は十分であること。

法施行規則第12条（条例第29条） 関係 産廃処理施設等の構造基準

共通基準
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技術上の基準について
固定式 がれき類の破砕施設の例

条例施行規則第21条関係 産廃処理施設等の構造基準

1 施設設置事業場の周囲にネットフェンス・亜鉛引鉄板等の耐久性の材質の囲
いが設置されていること。但しみだりに人が立ち入れない場合を除く。
【通知】囲いの高さは１．８ｍ以上
施錠ができる門扉が設置されていること。

2 施設設置事業場の出入口に様式第17号の立札が設けられていること。
3 廃棄物処理施設等の外部から雨水等の流入を防止できる開渠等が設けられて

いること。
4 廃棄物処理施設等からの排水を公共用水域に放流する場合は、放流先まで管

渠構造であること。
ただし、排水が溢れるおそれがない場合は、開渠構造とすることができる。

5 油水分離槽を設置する場合は、廃油抜取り設備、抜取り後廃油の貯留槽等が
設けられていること。

6 施設設置事業場への搬入道路は、大型車両の通行に支障とならない幅員が確
保されていること。

7 洗車設備が設けられていること。
8 管理事務所が設けられていること。

付帯設備等
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技術上の基準について
固定式 がれき類の破砕施設の例

法施行規則第10条の5関係（中間処理施設） 産廃処分業の許可基準
1 廃棄物の処分に適した処理施設・附帯設備を有すること

2 保管する場合、保管施設は飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止に必要な
措置を講じた施設であること

運用通知関係
1 施設で処理する産業廃棄物を所定量、定常的に処理する能力を有すること。

2 十分な広さの駐車場が設けられていること。

破砕施設 【法・条例基準】
1 粉じんの飛散を防止するフード、又は集じん器、散水装置その他の設備が設

けられていること。
構造図で確認。

個別基準
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技術上の基準について
固定式 がれき類の破砕施設の例
法施行令第6条関係 産廃の保管基準

1 周囲に囲いが設けられていること（保管する廃棄物の荷重が直接かかる場合
は構造耐力上安全であること ⇒設計計算により確認。）

2 見やすい場所に掲示板が設けられていること
3 屋外において容器を用いずに保管する場合は高さの基準を超えないこと

高さの基準:勾配（50％）と保管場所面積から決まる
囲いに接する場合は上から50cmに荷重をかけないこと及び水平距離2mは勾
配をつけないこと

4 積替保管施設にあっては保管量が平均的な一日の搬出量の7日分以内
5 中間処理施設にあっては保管量が処理能力の14日分以内

【50％勾配の例】
水平距離２ｍあたり
垂直距離１ｍの勾配
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技術上の基準について
固定式 がれき類の破砕施設の例

条例施行規則第22条関係 積替保管及び中間処理における保管

1 原則として廃棄物を種類ごとに保管できる構造であること。
参考 安定型産業廃棄物以外の保管場所には、屋根、覆いその他床面に雨水等がかから

ない設備が設けられていること。
ただし、木くずについては、規則第24条の維持管理基準を満たしている場合は、
屋外保管できる。

(ア) 選別場所の周囲に、積み上げる高さの上限に相当する高さまで囲いが
設けられているなど十分な飛散防止措置がなされていること。

(イ) 選別場所の床面は、コンクリート舗装又はアスファルト舗装であること。
(ウ) 選別場所の外部からの雨水等の流入を防止できる開渠きよその他の

設備が設けられていること。
(エ) 選別場所からの排水を公共用水域に放流する場合は、その水質を生活

環境の保全上支障が生じないものとするため、沈殿槽その他の排水処理
設備が設けられていること。
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５ 廃棄物処理施設等設置等事前協議書作成
の手引きについて

資料15～43ページでご説明します。
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手引きについて （資料P15～P43）

資料15ページ
● ③欄

・設置許可施設の場合は、法施行令第７条により記載
⇒資料４ページ（１）の名称により記載

・ ガラ陶（※）の破砕施設?
⇒がれき類とガラ陶を同じ破砕施設で取り扱う場合

施設種類:がれき類の破砕施設
処理する廃棄物:がれき類、ガラ陶

⇒ガラ陶のみ破砕する場合
設置許可対象外施設

※ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築
又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず

様式第７号
第一面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料16ページ
● ⑦欄

混合物である場合の例【廃蛍光管】
廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず、コンクリー
トくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを
除く。)及び陶磁器くず(ガラスくずに限る。)の混合物（廃
蛍光管）
※（水銀使用製品産業廃棄物を含む）の表記も必要に応じ

て行う。

● ⑩欄
商品名等ではなく一般的な処理方式を記載
脱水⇒スクリュープレス、遠心脱水方式
破砕⇒ジョークラッシャー、インパクトクラッシャー

様式第７号
第一面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料17ページ
● ⑫欄

水素イオン濃度 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 30mg/L
化学的酸素要求量 30mg/L
浮遊物質量 60mg/L
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油） ５mg/L

● ⑪～⑭欄
排水 ⇒処理工程の排水、廃棄物に接した雨水

様式第７号
第一面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料18ページ

● ①、②欄
「放流水の水質『等』」

⇒ 騒音・振動など施設に応じた項目を含む

● ⑤欄
製品の規格外品の処分方法の記載が必要

● ⑦欄
施設稼働時間とは、必ずしも一致しない

様式第７号
第二面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料19ページ
● ①欄

・（２） 様式第8号(2)、様式第8号(3)、②欄との整合
・（３） 製品の規格

規格外品の処分方法
⇒様式第7号第二面（Ｐ18⑤欄）との整合

・（６） 分別・選別について契約上の取り扱い

● ②欄（作業のフローシート）
廃棄物の排出、運搬、協議施設での処理、運搬、搬出先
までを示したもの。

様式第８号
（１）

処理内容を詳しく記載したものが、添付書類の「処理工程図」処理内容を詳しく記載したものが、添付書類の「処理工程図」
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手引きについて （資料P15～P43）

資料20ページ

● ③欄
様式第7号第一面（Ｐ16⑦欄）
様式第8号（１）（Ｐ19①欄）との整合

● ④欄
この数値から、保管上限量を算出する
【例】積替保管施設

受託予定数量 300ｔ/月
1日当たり平均搬出量 300ｔ/月÷30日/月＝10ｔ/日
保管上限（７日分） 10ｔ/日×７日＝70ｔ

様式第８号
（２）
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手引きについて （資料P15～P43）

資料21ページ

● 処分先が県外及び盛岡市内の場合は、
産業廃棄物処分業の許可証の写しを添付

様式第８号
（３）
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手引きについて （資料P15～P43）

資料22ページ

● 様式欄外 備考

・ 事前説明対象者一覧表を作成して添付する(任意様式)

・ 事前説明に使用した資料を１部添付する
⇒所要の事項の記載が必要（資料Ｐ13）

様式第９号
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手引きについて （資料P15～P43）

資料23ページ

● ②欄
既存施設(住宅、学校など)の位置は、見取図に記載が必要

● ④欄
放流水がない場合、記載不要

● ⑤、⑥欄
積み替え保管施設の場合は、記載不要

様式第10号
（１）
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手引きについて （資料P15～P43）

資料24ページ

● 上欄の記載例
・粉じん

破砕作業時に発生し、近隣住宅で□□のおそれがある
・騒音、振動

破砕作業時に発生し、近隣住宅で□□のおそれがある
・悪臭

廃棄物の性状から発生しない
・水質汚濁

放流先水路の水量が少ないため、放流水により水路の
水質が悪化するおそれがある

・収集運搬車両の通行により、□□と予想される

様式第10号
（２）
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手引きについて （資料P15～P43）

資料25ページ

● 「変更前」欄について

・過去協議の結果と整合させて、記載する

・過去協議との整合がない場合、事前協議なしの変更や
無許可変更の可能性があるため、不明事項照会の対象
になる

・過去協議の結果において未施工の内容がある場合は
振興局に相談すること

様式第11号
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手引きについて （資料P15～P43）

資料26～37ページ

施設設置の計画書

様式第12号 積替保管施設

様式第13号 中間処理施設

様式第14号 最終処分場
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手引きについて （資料P15～P43）

資料26ページ
様式第12号 積替保管施設

● ①欄
様式第７号第一面 （Ｐ16⑦）
様式第８号（１） （Ｐ19①） との整合
様式第８号（２） （Ｐ20③）

● ⑤欄
借地の場合、賃貸契約書の写しなどを添付
※契約締結が不可能な場合は、土地所有者の意思

が確認できる書類

様式第12号
第一面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料27ページ

様式第12号 積替保管施設

● ①、④、⑤欄
・規格・材質・高さが2種類以上あるときは、分けて記載
・平面図にも記載

● ②、③欄
安定型（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス
くず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類）以外の
廃棄物では保管場所に屋根が必要

様式第12号
第二面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料28ページ

様式第12号 積替保管施設

● ⑭欄
様式第７号第二面 （Ｐ18①、②） との整合

様式第12号
第二面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料29ページ
様式第12号 積替保管施設

● 保管場所ごとに作成

● 立札の大きさは確定させる

● 「高さの上限」は、保管計画図で確認できること
規定の勾配に基づいた高さになっていること

● 「保管量の上限」は、保管容量計算書で確認できること
様式第８号（２）（Ｐ20④）に基づく計算との整合

様式第12号
第三面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料30ページ
様式第13号 中間処理施設

● ①欄
様式第７号第一面 （Ｐ16⑦）
様式第８号（１） （Ｐ19①） との整合
様式第８号（２） （Ｐ20③）

● ⑤欄
借地の場合、賃貸契約書の写しなどを添付
※契約締結が不可能な場合は、土地所有者の意思

が確認できる書類

様式第13号
第一面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料31～32ページ

様式第13号 中間処理施設

● ①、③、④欄
・規格・材質・高さが2種類以上あるときは、分けて記載
・平面図にも記載

● ②欄
・保管場所ごとに作成
・大きさは確定させる
・「高さの上限」、「保管量の上限」は、保管計画図

保管容量計算書で確認できること

様式第13号
第二面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料33ページ

様式第13号 中間処理施設

● ④欄
・破砕施設の場合、「敷地境界」における騒音振動の

予測計算結果を設計計算書に添付する

● ⑥欄
・施設の種類に応じて、「臭気」も記載する

● ⑤、⑥欄
様式第７号第二面 （Ｐ18①、②） との整合

様式第13号
第三面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料34ページ
様式第14号 最終処分場

● ①欄
様式第７号第一面 （Ｐ16⑦）
様式第８号（１） （Ｐ19①） との整合
様式第８号（２） （Ｐ20③）

● ②欄
借地の場合、賃貸契約書の写しなどを添付
※契約締結が不可能な場合は、土地所有者の意思

が確認できる書類

様式第14号
第一面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料35～37ページ

● 35ページ ②、③欄
・添付書類「地質調査報告書」をもとに記載

⇒資料Ｐ41 表中28番を参照し、所定の方法で
調査を実施する。

● 36～37ページ
・最終処分場特有の設備に注意
・資金調達、跡地利用も記載（Ｐ37⑫、⑬）

様式第14号
第二～四面
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手引きについて （資料P15～P43）

資料39ページ
● 12 位置図

施設設置事業場用地 施設設置事業場用地
または

● 13 見取図
・記載事項の記入着色
・事前説明の対象（住宅等）が読み取れること

66



手引きについて （資料P15～P43）

資料39ページ

● 14 構造図
・処理能力計算の根拠となった寸法が確認できること
・破砕施設の場合、散水装置等の記載

● 16 公図
・記載事項の記入着色
・公図（原本）＋公図コピーに作図したものでも可

● 18 求積図
・様式第７号第一面 事業場面積との整合
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手引きについて （資料P15～P43）

資料40ページ
● 20 施設設置事業場 平面図

・実測平面図であること
・変更の場合は、変更前、変更後を添付する

⇒変更前の図面は、過去の事前協議との整合

● 21 施設設置事業場 縦横断図
・土木工事がある場合に添付

● 22 処理工程図
・協議施設での「受入から搬出まで」を工程ごとに記載
・様式第８号（１）の処理フロー図とは別のもの(Ｐ19②)

【例】 搬入 ⇒ 確認・計量 ⇒ 保管 ⇒ 破砕 ⇒・・・⇒ 搬出
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手引きについて （資料P15～P43）

資料40～42ページ

● 23～29 最終処分場の場合の添付書類

・現況平面図、埋立平面図、横断図、縦断図など土木図面

・事業計画工程書など、⾧期的な工事計画
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手引きについて （資料P15～P43）

資料42ページ
● 30 設計計算書・仕様書

・処理能力計算書
⇒カタログ値ではなく、算定過程がわかる書類

使用数値の根拠資料も提出

・敷地境界における騒音振動の予測計算書

・保管場所の囲いに廃棄物の荷重が直接かかる場合
囲いの安定計算書

・（最終処分場）擁壁等流出防止設備の構造計算書
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手引きについて （資料P15～P43）

資料42ページ

● 31 管理体制系統図
・夜間、異常時の添付を忘れずに。

● 32 運転管理仕様書
・管理目標値 との整合
・点検検査回数 との整合
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手引きについて （資料P15～P43）

資料42～43ページ

● 33 保管計画図
・ 保管場所の平面図と立面図
・ 屋外、容器を使わない、の場合、高さ制限に注意

⇒平面図と勾配の基準から、高さ上限が決まる

● 34 保管面積・保管容量計算書
・ 保管計画図との整合
・ 保管上限を超えないこと

⇒様式第８号（２）（Ｐ20④）を根拠に計算
・ 積替保管施設は、様式第７号第一面(Ｐ15⑤)との整合
・ 内寸、外寸に注意
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手引きについて （資料P15～P43）

資料43ページ
● 35 実証試験結果及びその評価

・県内での事例がない場合に添付

● 36 標準作業書
・自動車リサイクル施設の場合、必要

● 移動式施設の場合
→事業場用地に係る書類は駐機場所について作成
→事業場平面図は、移動式破砕を行う場合の

標準的配置図も作成
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